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伊那市・高遠町・長谷村 

第２回合併協議会 会議記録（概要） 

 

平成１６年９月２４日 午前９時００分 

伊那市役所 ２階 全員協議会室 

 

１．開 会 

事務局長（塚本哲朗） 

 

２．会長あいさつ 

会長（小坂樫男） ：９月 12 日に当協議会委員のタウンウォッチングが行われました。20

名が参加し、３市町村の施設等をくまなく視察しました。また、23 日には３

市町村の住民懇話会等によるタウンウォッチングが実施されました。45 名が

参加し、視察を行った後、分科会を開催して意見交換をしたとのことです。

隣り合っている市町村でも知らないことが多いということを再認識した、と

の報告をいただきました。お互いの理解を深めるような試みについては今後

も続けていきたいと考えています。 

 

３．協議事項 

協議第７号 合併の方式について 

伊那市２号委員（三澤岩視） ：伊那市議会では全員協議会を開いて検討しましたが、大

多数の議員が合併の方式については調整方針案どおり、新設合併とすること

に賛成しました。 

会長（小坂樫男） ：協議第７号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

   

協議第８号 新市の名称について 

会長（小坂樫男） ：協議第８号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

協議第８号（継続） 新市の名称（その２ 第三者委員会の委員）について 

事務局（三井栄二） ：説明 

伊那市２号委員（藤島雄二） ：答申はいつ頃になりますか。 

事務局長（塚本哲朗） ：各小委員会と歩調を合わせた中で適切な時期に答申していただ

きたいと考えています。 

会長（小坂樫男） ：協議第８号（継続）については調整方針案のとおり、ご確認いただ

けますでしょうか。 
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・・・・・異議なし・・・・・ 

 

  協議第９号 新市の事務所の位置について 

高遠町３号委員（北原公雄） ：調整方針案２点目で呼称について提起されていますが、

これは地方自治法第 155 条における「支所又は出張所」という意味合いによ

る事務所の呼称の提案ですか。 

事務局（広瀬一男） ：ここでは建物自体の呼称について確認していただくということで

あり、機能については別項目で協議していただきます。 

会長（小坂樫男） ：協議第９号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

  協議第 10 号 地域内分権（地域自治組織、地域審議会、総合支所等） 

会長（小坂樫男） ：協議第 10 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

  協議第 11 号 新市建設計画について 

会長（小坂樫男） ：協議第 11 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

  協議第 12 号 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 

会長（小坂樫男） ：協議第 12 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

  協議第 13 号 地方税の取扱いについて 

会長（小坂樫男） ：協議第 13 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

【総務関係】 

協議第 14 号 各種事務事業の取扱い ①友好都市 

会長（小坂樫男） ：協議第 14 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

  【高齢者保健部会】 

  協議第 15 号 各種事務事業の取扱い ①高齢者介護慰労金支給事業 

伊那市２号委員（藤島雄二） ：現在は在宅介護が主軸とされており、このような事業が

後退することは望ましくありません。なるべく現在の水準を維持してほしい
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と思います。 

会長（小坂樫男） ：要望としてお聞きします。協議第 15 号については調整方針案のとお

り、ご確認いただけますでしょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

  協議第 16 号 各種事務事業の取扱い ③高齢者クラブ活動助成事業 

会長（小坂樫男） ：協議第 16 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

  協議第 17 号 各種事務事業の取扱い ④介護保険事業 

会長（小坂樫男） ：協議第 17 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

  協議第 18 号 各種事務事業の取扱い ⑤地域医療体制（診療所等） 

会長（小坂樫男） ：協議第 18 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

【農林関係】 

  協議第 19 号 各種事務事業の取扱い ②水田農業構造改革対策事業 

会長（小坂樫男） ：協議第 19 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

  協議第 20 号 各種事務事業の取扱い ③単独土地改良事業 

高遠町２号委員（野々田高芳） ：県単独土地改良補助事業や土地改良施設維持管理適正

化事業など、他の土地改良関連事業についても合わせて協議しないと良く分

かりません。 

農林部会長（小松英城長谷村農政課長） ：他の項目についてはＢ・Ｃ区分となっていま

すので、正副会長会議などで別途協議します。 

会長（小坂樫男） ：協議第 20 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

【商工観光関係】 

  協議第 21 号 各種事務事業の取扱い ①中小企業融資制度資金・利子補給制度（中小企業 

融資あっ旋事業） 
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会長（小坂樫男） ：協議第 21 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

  協議第 22 号 各種事務事業の取扱い  ②商店街振興施策（中心市街地活性化基本計画） 

会長（小坂樫男） ：協議第 22 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

  協議第 23 号 各種事務事業の取扱い ③工業振興関係助成（工業振興条例補助金交付） 

会長（小坂樫男） ：協議第 23 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

  協議第 24 号 各種事務事業の取扱い ④勤労者生活資金融資 

会長（小坂樫男） ：協議第 24 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

【学校教育関係】 

協議第 25 号 各種事務事業の取扱い ①小中学校の通学区域 

会長（小坂樫男） ：協議第 25 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

協議第 26 号 各種事務事業の取扱い ②遠距離通学児童生徒補助金 

高遠町２号委員（野々田高芳） ：特殊事情のある地区について、具体的にどのように検

討していく考えですか。 

学校教育部会長（唐澤正利伊那市学校教育課長） ：基本的には基準を統一する方向です

が、部会では現状を最大限考慮すべきという考えです。 

会長（小坂樫男） ：協議第 26 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

協議第 27 号 各種事務事業の取扱い ③スクールバス運行 

会長（小坂樫男） ：協議第 27 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 
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【生涯学習関係】 

協議第 28 号 各種事務事業の取扱い ①公民館の運営 

高遠町２号委員（原浩） ：独立並列館方式とはどのような方式ですか。 

生涯学習部会長（竹松武登伊那市生涯学習・スポーツ課長） ：各館を機能的に並列させ

て上下関係を作らず、それぞれが独立事業を行っていくという方式です。 

高遠町２号委員（原浩） ：中央館を作らないということですか。 

生涯学習部会長（竹松武登伊那市生涯学習・スポーツ課長） ：全体の予算のまとめ役と

なる公民館運営審議会などの組織を置くことは必要ですが、中央に権利を集

めるというものではありません。 

高遠町２号委員（原浩） ：各館を束ねていくための組織は必要だと思います。各館の特

色を生かすことも大切ですが、てんでばらばらに運営していたのでは統一性

が失われ、合併の意義がないというデメリットもあります。 

生涯学習部会長（竹松武登伊那市生涯学習・スポーツ課長） ：各館の間の調整は館長会

や主事会で可能だと考えています。 

高遠町２号委員（原浩） ：９館全てに館長を置くのではなく、公民館全体をまとめる常

勤館長を中央公民館に１人置き、他は非常勤の分館長としたらどうでしょう

か。 

会長（小坂樫男） ：どのような職員体制にするかについては、社会教育審議会等で今後

の検討課題にしたいと思います。 

 

協議第 29 号 各種事務事業の取扱い ②図書館の運営 

高遠町２号委員（伊藤一好） ：各館の休館日が同日だと不都合が生じるので配慮してい

ただきたいと思います。図書カードの統一も図るべきだと思います。 

生涯学習部会長（竹松武登伊那市生涯学習・スポーツ課長） ：休館日については検討し

ますが、高遠町図書館が文化センター内に設置されているので、文化センタ

ーの休館日との調整も必要です。図書カードについては将来的には統一すべ

きですが、現行システムが異なるので時間が必要です。 

会長（小坂樫男） ：協議第 29 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

協議第 30 号 各種事務事業の取扱い ③学童クラブ 

会長（小坂樫男） ：協議第 30 号については調整方針案のとおり、ご確認いただけますで

しょうか。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

  

４．第３回協議事項の提案 

【住民生活環境関係】 

協議第 31 号 各種事務事業の取扱い ①時間外住民票等発行サービス業務 



‐6‐ 

協議第 32 号 各種事務事業の取扱い ②可燃・不燃ごみの収集、運搬、処理体制 

協議第 33 号 各種事務事業の取扱い ⑤衛生自治組織 

協議第 34 号 各種事務事業の取扱い ⑥一般廃棄物処理業務 

住民生活環境部会長（伊藤京子伊那市市民課長） ：一括説明 

 

【社会福祉関係】 

協議第 35 号 各種事務事業の取扱い ①障害者共同作業所 

協議第 36 号 各種事務事業の取扱い ⑤子育て支援センター 

協議第 37 号 各種事務事業の取扱い ⑥乳幼児医療費助成 

協議第 38 号 各種事務事業の取扱い ⑦重度心身障害者医療費助成 

社会福祉部会長（田中幸雄伊那市福祉課長） ：一括説明 

伊那市２号委員（藤島雄二） ：協議第 36 号についてですが、高遠町・長谷村でも必要に

応じて実施していくということでしょうか。 

社会福祉部会長（田中幸雄伊那市福祉課長） ：当面は現状の個所で実施しますが、今後

は保育園の統廃合の問題と合わせて考えます。 

 

【建設関係】 

協議第 39 号 各種事務事業の取扱いについて ①市町村道の取扱い・市道路線認定の取扱い 

協議第 40 号 各種事務事業の取扱いについて ②市町村道の整備 

協議第 41 号 各種事務事業の取扱いについて ③道路除雪対策 

協議第 42 号 各種事務事業の取扱いについて ④市町村営住宅管理・住宅使用料 

協議第 43 号 各種事務事業の取扱いについて ⑤都市計画区域、都市計画指定等 

建設部会長（宮原強伊那市監理課長） ：一括説明 

 

【上下水道関係】 

協議第 44 号 各種事務事業の取扱いについて ①水道事業 

協議第 45 号 各種事務事業の取扱いについて ②簡易水道事業 

協議第 46 号 各種事務事業の取扱いについて ③下水道事業 

協議第 47 号 各種事務事業の取扱いについて ④下水道整備計画 

協議第 48 号 各種事務事業の取扱いについて ⑤上水道料金 

協議第 49 号 各種事務事業の取扱いについて ⑥簡易水道料金 

協議第 50 号 各種事務事業の取扱いについて ⑦公共下水道受益者負担金 

協議第 51 号 各種事務事業の取扱いについて ⑧下水道使用料 

協議第 52 号 各種事務事業の取扱いについて ⑨農業集落排水施設加入分担金 

協議第 53 号 各種事務事業の取扱いについて ⑩農業集落排水施設使用料 

協議第 54 号 各種事務事業の取扱いについて ⑪合併浄化槽設置分担金 

協議第 55 号 各種事務事業の取扱いについて ⑫合併浄化槽使用料 

上下水道部会（伊藤邦弘高遠町水道課長） ：一括説明 

高遠町２号委員（原浩） ：協議第 44 号についてですが、水道料金等は合併後６年目から
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統一するとしているのに、会計については合併時に統一するとした理由は何

ですか。 

上下水道部会（伊藤邦弘高遠町水道課長） ：会計については１事業１会計が基本となっ

ています。 

長谷村３号委員（佐藤八十一） ：協議第 55 号についてですが、「速やかに見直しを図る」

とされていますが、協議第 53 号の調整方針案のような激変緩和措置は講じな

いのですか。 

上下水道部会（伊藤邦弘高遠町水道課長） ：激変緩和のための段階的な調整は行います。 

長谷村３号委員（佐藤八十一） ：協議第 53 号と同様に、具体的な表記にしたらどうでし

ょうか。 

事務局（広瀬一男） ：部会で再確認して、次回提案し、その場で協議をしていただくこ

とにします。 

 

５．報告事項 

 （１）各小委員会の役員について 

事務局（山崎大行） ：説明  

・各小委員長あいさつ 

 

 （２）新市建設計画策定支援業務等委託について 

事務局（山崎大行） ：説明 

高遠町２号委員（原浩） ：どのような経緯で株式会社三菱総合研究所に決定しましたか。 

事務局（北原浩一） ：株式会社三菱総合研究所は、上伊那６市町村任意合併協議会の新

市将来構想策定を行っています。その際に行ったプロポーザル方式の入札参

加業者は、同社を含め２社でした。今回の協議は時間的制約が大きく、この

地域の状況を把握している業者に依頼することが得策であるため、この２社

に企画提案の依頼を行いました。業務委託業者選定等委員会における審査の

結果、同社に委託することに決定しました。 

長谷村３号委員（北原幸彦） ：小委員会に業者の出席をお願いしてはどうですか。 

事務局（北原浩一） ：その予定です。 

 

（３）その他 

特になし 

 

６．その他 

会長（小坂樫男） ：「協議会だより」の創刊号を現在、印刷中です。10 月の市町村報と

合わせて全戸配布する予定です。 

 

７．閉 会 

（終了 午前１０時４５分） 


